
議案第七十九号関係資料２                     令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 

民 生 環 境 常 任 委 員 会 

福祉部障がい者支援課 

                     

 

青森市地域生活支援事業の実施に関する条例（平成十八年条例第六十八号） 

新旧対照表 

 

改正後 改正前 

別表（第三条関係） 別表（第三条関係） 

区分 事業名 

法第七十七条第一項第一

号に規定する事業 

障害者に対する理解

を深めるための啓発

活動 

法第七十七条第一項第二

号に規定する事業 

自発的活動支援事業 

（略） （略） 

法第七十七条第一項第六

号及び第七十八条第一項

に規定する事業 

手話通訳者派遣事業 

要約筆記者派遣事業 

失語症者向け意思疎

通支援者派遣事業 

（略） （略） 

法第七十七条第五項に規

定する事業 

福祉ホーム事業 

訪問入浴サービス事

業 

日中一時支援事業 

点字・声の広報等発行

事業 

自動車運転免許取得

費助成事業 

自動車改造費助成事

業 

障害者虐待防止対策

支援事業 

（略） （略） 
 

区分 事業名 

法第七十七条第一項第一

号に規定する事業 

障害者に対する理解

を深めるための啓発

活動 

（新規） 

 

（新規） 

（略） （略） 

法第七十七条第一項第六

号及び第七十八条第一項

に規定する事業 

手話通訳者派遣事業 

要約筆記者派遣事業 

（新規） 

（略） （略） 

法第七十七条第三項に規

定する事業 

福祉ホーム事業 

訪問入浴サービス事

業 

日中一時支援事業 

点字・声の広報等発行

事業 

自動車運転免許取得

費助成事業 

自動車改造費助成事

業 

障害者虐待防止対策

支援事業 

（略） （略） 
 

 

 

 

 

  


